
 

６川健障施第１６４０号 

令和７年 ２月 ４日 

 

市内指定障害福祉サービス事業所等 管理者 様  

 

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課長  

 

指定有効期間終了に係る指定更新手続きについて（通知） 

 

 日頃から、本市障害保健福祉施策に御尽力いただきありがとうございます。 

 さて、令和７年度中に指定有効期間が終了する事業所について、以下のとおり指定更新

申請書類の提出期限をお知らせいたします。 

 更新対象事業所は、提出期限までに、必要書類を郵送または持参にて障害者施設指導課

事業者指定担当宛てに御提出ください。 

 なお、更新を受けなければ、有効期間の満了によりその効力を失いますので御注意くだ

さい。 

 

１ 更新対象事業所 

  別紙「令和７年度中に指定更新手続きが必要な事業所一覧」のとおり。 

 

２ 指定更新書類の提出期限 

指定更新年月日 指定更新申請書類提出期限 

2025年５月１日 2025年２月28日 

2025年６月１日 2025年３月31日 

2025年７月１日 2025年４月30日 

2025年８月１日 2025年５月30日 

2025年９月１日 2025年６月30日 

2025年10月１日 2025年７月31日 

2025年11月１日 2025年８月29日 

 2025年12月１日 2025年９月30日 

 2026年１月１日 2025年10月31日 

 2026年２月１日 2025年11月28日 

 2026年３月１日 2025年12月26日 

 2026年４月１日 2025年12月26日 

 

※ ４月１日更新につきましては、他の月に比べ対象となる事業所数が多いことから、

提出期限を早めております。御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 



 

３ 提出先 

  川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課 事業者指定担当 

  〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 

 ※ 郵便料金不足で送られてくるケースが増えています。郵便料金不足の場合、受領でき

ません。不足していた場合、不足分納付のために来庁が必要となりますので、十分に

御注意ください。（2024年10月１日から郵便料金が変わっています。） 

 

４ 更新申請書類掲載先 

  インターネットサイト「障害福祉情報サービスかながわ」 

   書式ライブラリ 

    →３．川崎市からのお知らせ 

     →６．指定の更新 

      →３～６【更新申請書・添付書類】 

       （※サービスごとに書式が異なりますので御注意ください。） 

 

５ 前倒しの指定更新 

同一事業所（事業所番号が同一の事業所）において、複数サービスの指定を受けてお

り、それぞれの指定の有効期限が異なっている場合には、前倒して指定更新することが

できます。なお、必ずしも前倒して指定更新する必要はなく、これまで通りそれぞれの

サービスの指定の有効期限に合わせて指定更新していただくこともできます。 

ただし、指定は６年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う

とされていることから、指定更新月を延ばしての更新はできません。 

【前倒しての指定更新の例】 

例）居宅介護・重度訪問介護の指定有効終了年月日：2026年３月31日 

同行援護の指定有効終了年月日：2026年４月30日の場合 

正）2026年４月１日に３サービスまとめて指定更新（同行援護を前倒しで更新） 

誤）2026年５月１日に３サービスまとめて指定更新 

 

６ 指定更新時における情報公表に係る報告 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律第76条の３及び児童福祉法第33条の18の規定に基づき、情

報公表に係る報告が義務付けられました。 

ついては、指定の更新の申請に際し、同法及び令和６年度川崎市障害福祉サービス等

情報公表実施要綱等に基づき、報告を行っていただいた上で、指定の更新申請の手続き

となりますので、御注意ください。 

(1) 情報公表未報告減算の新設について（令和６年度報酬改定） 

法の規定に基づく情報公表に係る報告がなされていない場合、減算適用となります。 

＜減算の内容＞ 

●療養介護、施設入所（日中サービス含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害

児入所施設・・・所定単位数の１０％減算 



 

●上記以外のサービス・・・所定単位数の５％減算 

 

 

 

 

 

 

（問合せ先） 

障害者施設指導課事業者指定担当  

      電話 044-200-2927  

FAX 044-200-3932  

E-mail  40sidou@city.kawasaki.jp  

 


